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林水産大臣，経済産業大臣及び国土交通大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。農林水産大臣，経済産業大臣，国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許
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日本産業規格          JIS 
 Y 23412：2023 
 (ISO 23412：2020) 

温度管理保冷配送サービス－ 

輸送過程での積替えを伴う荷物の陸送 

Indirect, temperature-controlled refrigerated delivery services- 

Land transport of parcels with intermediate transfer 

 

0 序文 

この規格は，2020 年に第 1 版として発行された ISO 23412 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

0.1 この規格の開発背景 

近年，温度管理が必要な物品を冷蔵荷物又は冷凍荷物の形式で配送するニーズが増加しており，温度を

管理した保冷配送サービス（以下，保冷配送サービスという。）が成長している。このような保冷配送サー

ビスは，一般的な郵便及び配送サービスがモデルとなっており，電子商取引の発展を支えている。 

これらのタイプの保冷配送サービスは，地域の食品生産者のビジネスの拡大及び販売チャネルの増大に

貢献することが可能である。 

保冷配送サービスを利用することで，荷物の中に冷却剤を入れることなく，冷蔵荷物及び冷凍荷物を手

頃な価格で送ることが可能となる。世界的な傾向として，食品業界のオンライン取引の活発化に伴い，保

冷配送サービスを導入する国が増えている。 

保冷荷物の保冷配送サービスは，より多くの国々において一層成長することが見込まれている。したが

って，保冷配送サービスの産業標準及びこの分野での良い慣行を開発する必要性が認識されている。しか

しながら，輸送する物品が温度に敏感であること，及び既存ルールが食品安全に特化していることから，

食品安全又は保冷輸送の既存の規格類は，この新しい活動の特異性を補うには不足があることを認識する

必要がある。 

0.2 この規格のねらい 

この規格は，保冷配送サービス提供者が，保冷配送サービスを通じて，その保冷荷物の受取りと配送と

の両面において，保冷配送サービスの品質及び一貫性を改善するための要求事項を規定することをねらい

としている。 


